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ご入学・ご進級おめでとうございます 

 

                                  校長  

 

陽春の候、保護者の皆様、並びに地域の皆様におかれましては、益々ご健勝のことと、お喜び申し上げます。 

今年度は、 名の新１年生を迎え、児童数  名、  学級でのスタートとなりました。 

さて、松ケ丘小学校の学校教育目標は、「よく考え やさしく たくましく」です。その目標を基にして、「いいち

え いいあせ いいこころ」を「松ケ丘小全員の目標」として、始業式の日に子どもたちに示しました。よく学び、

よく運動し、心のやさしい人間になってほしいという願いが込められています。今年度も、子どもたちが目指す

自分の姿を目指して、目標をもって取り組み、成長していくことを期待しています。 

地域、保護者、学校が連携を密にし、共通の願いをもって子どもたちを育んでいくことが大切であると考え

ています。 

今年１年間、皆様のご理解・ご協力のほど、よろしくお願いします。 
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登下校の自家用車での送り迎えについて 

３月に評議員・PTA・セーフティウォッチャーの

方々との話し合いがあり、登下校の際の車の送り

迎えで大変危険な状況が見られることが指摘さ

れました。そこで今年度より車での送迎は禁止と

します。お子様の安全な登下校のために、ご理

解・ご協力いただきますよう、よろしくお願いしま

す。 

怪我等の特別な事情により、車での送迎を希

望する場合は担任を通して、必ず事前にご連絡

をお願いします。 

また、近隣住民の方々から子どもを車で送り

迎えしている方が近隣の契約駐車場に停車・駐

車しているとのご連絡をいただきました。近隣の

方のご迷惑となりますので、ご遠慮くださいます

よう、併せてお願いします。 

 

電話の対応時間にについて 

今年度も、学校の電話対応時間は 

7:30～17:30までです。 

ただし、水曜日に関しては、7:30～16:30で

す。なお、職員の勤務時間は8:00～16:30で

すので、勤務時間外は電話対応できない場合

があります。ご了承ください。 

 

日課時程の変更について 

   3月24日にすぐーるでお知らせした通り、日

課時程が変わります。日課表の変更に伴い、下

校時刻が変わっています。行事や下校時刻は

常に学年だよりでご確認ください。 

 【変更点】 

   

 

 

 

 

PTA活動について 

   本校はPTA加入率が100％です。ご理解あ

りがとうございます。お子様のための活動です

ので引き続き、ご協力をお願いします。 

 

手紙の配付について 

  今年度から学校からの手紙は、原則すぐーる

配信とします。どうしても紙で必要な場合は、連

絡帳でお知らせください。学年だよりは月末、学

校だよりは１５日前後に配信予定です。 

 

すぐーる登録について 

   すぐーる登録に関しては、現在２年生以上の全

家庭が登録してくださっています。ご理解とご協力

をいただきありがとうございます。 

欠席連絡を手軽に行えたり、学校だよりや学年

だよりなどから予定を確認できたりと、保護者の

皆様にとっても便利なアプリですので、ぜひ複数

の保護者のご登録をお願いします。 

 

千葉市教育委員会からのお知らせ 

4月15日（水）は令和７年度給食費（第9期2

月3月の2か月分）の再振替日です。残高の確

認をお願いします。  

お問合せ 保健体育課 電話245－5909 

 

ギガタブについて 

    今年度からギガタブが新しくなります。故意

の損傷や破損に関しては、弁償していただく

ことになりますので、ケースや入れ物に入れ

て持ち運び、大切に扱うようにご家庭でもお

声かけください。 

また、後日同意書や使い方に関するお手

紙を出しますので、ご確認ください。 

 

忘れ物の対応について 

    お子様の安全管理上、放課後に忘れ物を取り

に来ることを原則禁止しております。宿題や学

習用具を忘れた際には保護者の皆様から、「正

直に先生に話してね」と伝えてください。また、

「忘れ物しないためにはどうしたらよかったのか

な」と一緒に考えて、子どもの気付き・成長を促

してもらえると助かります。 

 

 

 



 

学校における合理的配慮の提供について 

 平成２８年４月１日から公立学校において、合

理的配慮の提供が義務となっております。学校

に合理的配慮の提供を求める場合には、学級

担任にご相談ください。 

 合理的配慮は次のように定義されています。 

・学校の設置者及び学校が行う、必要かつ適

当な変更及び調整のこと  

・障害のある子供に対し、その状況に応じて、

個別に必要とされるもの 

・学校の設置者及び学校に対して、均衡を失

した又は過度の負担を課さないもの 

 

生命（いのち）の安全教育月間について 

千葉市は、子供たちが性暴力の加害者や被

害者、傍観者にならないための教育や啓発の充

実を進めています。毎年４月を「生命（いのち）

の安全教育月間」としています。体の大切な部

位や人との距離感、自分を守るためにできるこ

となどについて、子供たちに知らせていきます。   

また、各学年の実態に応じて、子供たちに生

命の尊さや素晴らしさ、自分や相手を尊重し大

事にすること、一人一人が大切な存在であるこ

と等を伝えていきます。 

 

「子どもにこにこサポート」について 

千葉市教育委員会では、学校におけるいじめ

や体罰、性的ないやがらせ、家庭内での虐待な

どの問題に対応するために、千葉市の小学校・

中学校・中等教育学校・特別支援学校・高等学

校の児童生徒に「子どもにこにこサポート」の手

紙相談の用紙（切手不要）を配付し、子供をめ

ぐる様々な問題の解決に取り組んでいます。  

相談用紙は年４回（４月、７月、１０月、１２月）

学校を通して配付しています。また、子供たちが

いつでも相談できるように学校の所定の場所や

千葉市の公民館にも置いてあります。  

千葉市教育委員会のホームページから相談

用紙をダウンロードすることもできます。なお、

子供からの電話での相談も受け付けています。

本事業についてお子様にご紹介ください。 

 

 

 

 

松ケ丘小公認 

キャラクター 

        マモリン 

５/１(金) 

 

 

 

７(木) 

 

８(金) 

12(火) 

14(木) 

15（金） 

18(月) 

19(火) 

22(金) 

 

 

 

23(土) 

 

 

 

24(日) 

25(月) 

26(火) 

27(水) 

28（木） 

29（金） 

こころの劇場（６年） 

※６年生弁当持参 

 

地域訪問② 

 

全校お弁当の日 

 

眼科健診（１年・抽出） 

耳鼻科健診（１・５年・抽出） 

内科健診（１・３年・ひまわり） 

 

 

３D スコリオ検診（６年） 

運動会前日準備 

 

 

運動会 

※全校弁当持参 

 

 

運動会予備日① 

運動会振替休業 

運動会予備日② 

避難訓練 

歯科健診（４・５・６年・ひまわり） 

ひまわりなかよし交流会（オンライン） 

内科健診（２・４年） 

移動教室説明会（５年）※書面 

５月の行事予定 


